
（別紙１） 
送達条約加盟国が日本に裁判文書の送達を要請する場合 

 
送達条約加盟国は，日本の中央当局（外務省）に対して以下の方法で民事裁判に関する

文書の送達を要請することができます。 
 

●日本の中央当局（外務省）に文書の送達を要請する（送達条約第３条）。 
 
１. 中央当局（外務省）に送達を要請する場合に必要な文書 
（１） 送達条約の附属書の様式に合致する「要請書（「文書の要領」を含む。）」及び「証明

書」（注：http://www.hcch.net/upload/actform14ef.pdf ）それぞれ２部 
 
   （要請書）        （文書の要領）         （証明書） 

 
 
（２）送達すべき裁判上の文書（訴状，判決，召喚状等）又はその写し それぞれ２部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



（３）送達すべき裁判上の文書の日本語の翻訳文 ２部 
「受託国の法律で定める方法」送達条約第 5 条第１項（a））又は「要請者が希望する特別

の方法」送達条約第 5 条第 1 項（b））による送達を要請している場合は必須です。なお，「任

意に受領する名宛て人への交付による送達」同第 5 条第 2 項（c））を要請する場合は，翻

訳文は必ずしも必要ありません（送達条約第 5 条第 3 項）。 
 

翻訳が一部欠如していても，（c）が 
削除されていなければ（c）に基づく 
送達が可能です。 

 
 

 
 
 
 
 

２. 必要な文書を作成する際の留意点 
（１） 「要請書」 
ア 要請者の表示及び所在地 
 要請者は，「嘱託国の法律上権限を有する当局又は裁判所 
附属吏」にして下さい（送達条約第３条）。 

「証明書」を要請者の所在地に送付します。 
要請権限については，送達条約ホームページで確認 

できます（注：リンク 
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=17）。 
 
イ 受託当局の所在地 
 日本の中央当局である外務省の住所 
 Ministry of Foreign Affairs 
 2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919 を記載してください。 
 
ウ 名宛て人の表示及びあて先について 
 名宛て人の氏名及び住所を正確に記載して下さい。名宛て人は１名に限ります。 
 
エ 嘱託国の法律上権限を有する当局又は裁判所附属吏の署名又は公印 

署名又は公印は原本である必要があります。コピーは受理できせん。 



 
（２） 「文書の要領」 
 「文書の要領」が未記入の場合，送達要請を受理できません。必ず記入して下さい。 
 
（３） 「証明書」 
 何も記入しないで送付して下さい。 
 
（４） 附属書の様式の言語について 
 この条約の附属書の様式中の印刷される文言は，仏語又は英語である必要があります。

対応する記入欄は，日本語，仏語又は英語で記入して下さい（送達条約第７条）。 
 
３. 費用の償還の請求 
日本の「裁判所附属吏の介入」若しくは「要請者が希望する特別の方法」（送達条約第５

条第１項（ｂ））を利用した場合は，生じた費用の支払いを請求します（送達条約第１２条）。 
 
 
【参考】送達条約  
英文 https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=17  

 和文：https://assets.hcch.net/upload/text14jp.pdf 
 
（条文抜粋） 
第３条 
第１項 嘱託国の法律上権限を有する当局又は裁判所附属吏は、受託国の中央当局に対し、

この条約の附属書の様式に合致する要請書を送付する。この場合において、認証その他こ

れに相当する手続を要しない。 
第２項 前項の要請書には、当該裁判上の文書又はその写しを添付するものとし、これら

の要請書及び文書又は写しは、それぞれ二通とする。 
  
第５条 
第１項 受託国の中央当局は、次のいずれかの方法により、文書の送達又は告知を行ない又

は行なわせる。 
(a) 受託国において作成される文書をその国の領域内にいる者に送達し又は告知

するためその国の法律で定める方法 
(b) 要請者が希望する特別の方法。ただし、受託国の法律に反しないものに限る。 

第２項 文書は、前項(b)の場合を除くほか、常に、任意に受領する名あて人への交付によつ

て送達することができる。 



第３項 中央当局は、第一項の規定に従つて文書の送達又は告知を行なうべき場合に、その

文書を自国の公用語で作成し又はこれに翻訳することを要請することができる。 
第４項 この条約の附属書の様式に合致する要請書のうち文書の要領が記載されている部分

は、名あて人に交付する。 
 
第７条  
第１項 この条約の付属書の様式中の印刷される文言は，必ずフランス語又は英語による

ものとする。その文言には，嘱託国の公用語を併記することができる。 
第２項 前項の文言に対応する欄には，受託国の言語，フランス語又は英語で記入する。 

 
 
第１２条 
第１項 締約国から転達された裁判上の文書の送達又は告知については、受託国の提供する

役務に係る料金又は費用の支払又は償還を請求することができない。 
第２項 要請者は、次のことから生じた費用を支払い又は償還する。 

(a) 裁判所附属吏又は名あて国の法律上権限を有する者の介入 
(b) 特別の方法の利用 

 
   


